
 資料 1 

自治体による SDGｓの取組の評価の視点（補足資料）（案） 1 

 2 
令和元年〇月〇日 3 

自治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会 4 
 5 

自律的好循環の形成へ向けた自治体の役割 6 

 第 10 回自治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会（平成 30 年 12 月 11 日開催）において、「自7 
治体によるＳＤＧｓの取組の評価の視点 1」（以下、「評価の視点」という。）を取りまとめた。8 
その中でも「具体的な事業推進の視点」として自律的好循環に関する記載がされており、自律9 
的好循環を達成するためには、事業活動が地元の経済、社会、環境の３側面に利益を循環させ10 
ていく仕組みや、地元で循環し具体的利益をもたらす財務的価値が定量的に評価できる仕組み11 
の構築が必要とされている。 12 
 上記の実現に向けた足掛かりとしては、地域事業者等の地方創生ＳＤＧｓに対する認知度の13 
向上及び、取組の見える化が重要な点として考えられ、その具体的な手段として、地方創生Ｓ14 
ＤＧｓに積極的に取り組む地域事業者等を対象に、登録や認証などの具体策の検討が期待され15 
る。 16 
そこで、官民連携による自律的好循環形成に向けた自治体の役割を評価の視点の補足資料と17 

して作成し、自治体サイドにも認知してもらうことが重要であると考え、以下のような事例を18 
補足する。 19 
・自治体において、地方創生ＳＤＧｓの取組推進による自律的好循環形成へ向けて、地方創20 
生ＳＤＧｓに積極的に取り組む地域事業者等を対象に、登録や認証を行うなどの自律的好21 
循環の形成へ向けた取組について、具体化や検討をしているか、あるいは関心を持ってい22 
るか。 23 

  24 

                                                      
1 自治体によるＳＤＧｓの取組の評価の視点（4.1 など参照）
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/dai10/sdgs_hyoka10_shiryo3-2.pdf） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/dai10/sdgs_hyoka10_shiryo3-2.pdf


 資料 1 

【参考】地方創生ＳＤＧｓの達成へ向けた動き 25 

１．自治体の動き 26 
地方創生ＳＤＧｓの達成へ向け、独自に登録や認証を行うなどの見える化の仕組みに積極27 

的に取り組んでいる自治体が出てきている。参考に、こうした取組の類型 2を以下に示す。な28 
お、実際の自治体等による運用においては両類型を兼ねた事例もあり得る。 29 
1.1 企業等を見える化のための登録などを行う 30 

1) 目的 31 
自治体がＳＤＧｓ推進に係るパートナー等として、企業等を募って自治体ＨＰ等で32 
見える化するなどにより普及啓発を行い、裾野の拡大を図る。 33 

2) 仕組み 34 
企業等が自治体へ申し込み、自治体が地方創生に資するＳＤＧｓの達成へ向け取り35 
組んでいる状況や、取り組む意欲があるかなどを確認しＨＰ等で公表をする。 36 

1.2 企業等を審査し認証などを行う 37 
1) 目的 38 

地域において新たにＳＤＧｓに取り組む企業等や既に取り組んでいる企業等を登39 
録や認証などすることで、ＳＤＧｓ達成へ向けた取組の支援を行う。 40 

2) 仕組み 41 
ＳＤＧｓの目標や目標達成へ向けた取組、進捗測定方法、ＳＤＧｓの観点での基本42 
的な事項などを企業等が自治体等へ申請し、自治体等が審査し登録や認証などを行43 
うことで、企業等の支援等につなげる。 44 

 45 
２．国の動き 46 
平成 31 年 3 月 25 日付で、地方創生ＳＤＧｓ・ＥＳＧ金融調査・研究会より、「地方創生に47 

向けたＳＤＧｓ金融の推進のための基本的な考え方 3」が示された。この報告書の中では、地48 
域の多様なステークホルダーが連携して、地域課題の解決をすることで、キャッシュフローを49 
生み出し、得られた収益を地域に再投資する「自律的好循環」を形成することが求められてい50 
る。 51 
今年度設置された地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会では、地方創生ＳＤＧｓ金融の官民連52 

携のパートナーシップによる自律的好循環形成に向け、登録・認証制度の展開や、様々なステ53 
ークホルダーによる事業の取組に対する評価手法等の構築などの枠組みについて具体化が本54 
格的に進められているところである。 55 
また、令和元年 11 月 11 日より持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針（改訂版）骨子 456 

についての意見募集が実施されており、主なステークホルダーの役割の中で、自治体において57 
「『地方創生ＳＤＧｓ金融』を通じた自律的好循環を形成するために、地域事業者等を対象に58 
した登録・認証制度の構築等を目指すことが期待される。」と記されている。 59 

                                                      
2 地方創生 SDGs 金融の官民連携のパートナーシップによる自律的好循環形成に向けて（３．など参照）
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_kinyu2.html） 
3 地方創生に向けたＳＤＧｓ金融の推進のための基本的な考え方
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_kinyu_basic_way_of_thinking.pdf） 
4 ＳＤＧｓ実施指針（改訂版）（骨子）（https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000194294） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/sdgs_kinyu2.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_kinyu_basic_way_of_thinking.pdf
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000194294

